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はじめに 

 

わが国の高齢者人口は年々増加し、団塊の世代が高齢期を迎える平成 26 年に

は４人に１人が 65 歳以上の高齢者になると見込まれ、この傾向はその後も続く

ことが予測されています。また、高齢化の進展により寝たきり高齢者や認知症

高齢者の増加や、核家族化の進展による介護者不足の問題も懸念されています。 

わが国ではこのような高齢化社会の到来に対し、平成 12 年４月に高齢者の介

護を社会全体で支える仕組みとして「介護保険制度」が施行され、また平成 17

年には抜本的な制度の見直しにより、介護予防事業が導入され、その中心的機

能を担う地域包括支援センターが創設されました。 

本町では、平成 18 年３月に「第３期島本町保健福祉計画及び介護保険事業計

画」を策定し、町直営で地域包括支援センターを設置するとともに、いきいき

百歳体操をはじめ、介護予防に関する講演会やいきいき百歳体操のサポーター

育成などの介護予防事業を住民参加のもと積極的に推進してきました。 

この度、第３期の計画期間の終了を迎え、現在の状況や今後の動向を踏まえ

た新たな計画として「第４期島本町保健福祉計画及び介護保険事業計画」を策

定しました。 

今後も、住民の皆様と協働し、小さな自治体の良さを生かしたきめこまやか

なまちづくりに全力を傾注してまいりますので、皆様のご支援とご協力をよろ

しくお願い申し上げます。 

最後に、計画策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました住民福

祉審議会の皆様をはじめ、アンケート調査やパブリックコメント等にご協力を

いただきました皆様、各関係団体の皆様方に感謝申し上げます。 

   

  平成２１年３月 

島本町長  川口 裕 
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１．第４期島本町保健福祉計画及び介護保険事業計画策定にあたって 

 

１－１．策定の趣旨 

わが国は、これまで経験したことのない高齢社会を迎えようとしています。今後も、

高齢者人口は増加していくことが予測され、団塊の世代が高齢期を迎える平成26年に

は４人に１人が65歳以上の高齢者になると予測されています。 

このような高齢化の急速な進展による寝たきりや認知症など要介護状態の高齢者等

の増加を背景に深刻化する介護問題に備えるため、平成12年（2000年）４月に高齢者

の介護を社会全体で支えるしくみとして「介護保険制度」が創設されました。その後、

施行して５年を迎えた平成17年（2005年）には、制度の「持続可能性」を高める観点

から制度全体の抜本的見直しが行われました。 

また、平成18年の医療制度改革により、平成23年度を目途に高齢者の療養病床が再

編されるとともに、平成20年４月から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行さ

れるなど、高齢者保健福祉行政を取り巻く状況は大きく変わってきています。 

高齢者人口の急増とそれに伴う要介護・要支援認定者の増加や少子化の進展により

地域社会の担い手の減少、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者世帯の増加といった課

題に対応するには、高齢者が生きがいに満ちた生活を続けることができるしくみや高

齢者の暮らしを地域社会全体で支える体制を整備していく必要があります。 

本町では、平成18年３月に「第３期島本町保健福祉計画及び介護保険事業計画（以

下、「第３期計画」という。）」を策定し、「超高齢社会を迎えても、すべての住民が地

域で明るく活力ある生活を送ることができるまち」を基本理念に、介護保険サービス

の確保から介護予防、生きがいづくりなど、様々な施策を展開してきました。 

第３期計画は、平成20年度で計画期間を終えるため、これまでの介護保険事業の実

施状況や高齢者のニーズ、国や大阪府の動向を踏まえ、「第４期島本町保健福祉計画及

び介護保険事業計画（以下、「本計画」という。）」を策定します。 
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１－２．「第４期計画」の性格・位置づけ 

〔１〕計画の性格（法的根拠等） 

保健福祉計画は、老人福祉法第20条の８に基づき策定するもので、すべての高齢者

を対象とした計画であり、老人福祉サービスをはじめ、健康づくりや生きがいづくり、

認知症予防、福祉のまちづくり等に関する施策を計画の対象としています。 

介護保険事業計画は、介護保険法第117条に基づき、厚生労働大臣が定める「介護保

険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」を踏まえ策定す

るもので、介護保険事業にかかわる保険給付の円滑な実施を図るための方策等を定め

るものです。 

 

〔２〕他計画との関係 

本計画は、「第３次島本町総合計画」の高齢者施策にかかわる部門別計画であり、

「健康しまもと２１」、「島本町地域福祉計画」、「島本町障害者計画」、「第２期島本町

障害福祉計画」など関連計画と整合を図り策定しています。 

また、大阪府の「ふれあいおおさか高齢者計画2009」や「大阪府地域ケア体制整備

構想」（平成19年度策定）、「大阪府医療費適正化計画」（平成20年度策定）等大阪府計

画との整合性にも留意しました。 

 

〔３〕計画の期間 

本計画の期間は、平成21年度から平成23年度までの３年間です。 

なお、国は今後の超高齢社会の到来を見据え、平成26年度（2014年度）を目標とし

た数値（参酌標準）を設定しており、本町においても、国の目標値を踏まえ、平成26

年度をめざした目標を定めました。 

なお、本計画は平成23年度に見直しを行います。 

 
  平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

                    

第３期計画               

                    

本計画 

（第４期計画） 

                  

             

                  

                    

第５期計画               
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１－３．計画の基本理念 

〔１〕基本理念の設定 

高齢者は、社会を支える重要な構成員として、また多様なニーズを持ちながら、

様々な活動をしている「豊かな現役世代」としてとらえることが大切です。しかし、

高齢期においては経済的なことや健康への関心が高く、安心して地域で暮らすことが

できるまちづくりが課題となっています。 

このような課題に対応するためには、今後迫る超高齢社会を単に高齢者が多い社会

とはとらえず、住民誰もが長寿を喜び、老いを自分の問題として認識し、世代を超え

て協働と連帯の精神に支えられた地域社会づくりが必要です。 

さらに、高齢者が健やかに、また病気になったり身体が不自由になっても、一人ひ

とりが自立して地域で暮らすことができるまち、人生をいきいきと、そしてやすらか

にまっとうできるまちづくりをめざすことが求められます。 

「第３次島本町総合計画」の基本構想である『少子・高齢社会に対応し福祉の充実

したまちづくり』に沿って、また「島本町地域福祉計画」に掲げた基本理念『人びと

の個性輝く、ふれあい豊かなやさしい地域づくり』のもと、「協働」と「共生」の考え

に立脚した高齢者等の自立支援を念頭に置き、「超高齢社会を迎えても、すべての住民

が明るく活力ある生活を送ることができるまち」の実現を基本理念とします。 

 

〔２〕計画推進の基本的視点 

計画の「超高齢社会を迎えても、すべての住民が明るく活力ある生活を送ることが

できるまち」の実現に向け、以下の４点を基本的視点として計画を推進していきます。 

 

【計画推進の基本的視点】 

 ア．人権の尊重 

日本国憲法で定める基本的人権の尊重の理念に立脚し、介護が必要な状態になって

も、個人が人としての尊厳を保って生活できる社会の実現をめざします。 

また、近年の生活習慣や社会環境の変化、障害の有無、心身の状況など、高齢者一

人ひとりの多様な状況に応じ、高齢者が主体的に必要なときに必要なサービスが受け

られるよう、取り組んでいきます。 
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 イ．予防の視点に立ったサービス提供基盤の充実 

住民の健康寿命の延伸をめざして、地域支援事業に基づく介護予防事業や介護保険

における介護予防サービスの充実を図るとともに、「健康しまもと２１」の取り組みと

連携した、住民の主体的な健康づくりを促進します。 

また、豊かな現役世代である高齢者が積極的に社会参加し、その能力を最大限発揮

できるよう生涯学習や働く機会づくりに努め、健康で生きがいにあふれた高齢者が多

数いるまちづくりの実現に努めます。 

さらには、高齢者や障害のある人をはじめとするすべての住民が、心身の状態に関

係なく共生できるよう、ユニバーサルデザインの視点に基づいたまちづくりを引き続

き推進していきます。 

 

 ウ．高齢者の特性に応じたサービス提供と保健・医療・福祉の連携 

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者等の増加を踏まえ、高齢者が地域で自立した生

活を送ることができるよう、地域密着型サービスなどの介護サービス基盤の整備を図

るとともに、高齢者の特性に応じた適切なケアが提供されるよう、保健・医療・福祉

の連携を強化します。 

また、公平かつ適切な負担のもと、総合的・効果的にサービスが利用できる体制の

確立をめざし、行政及びサービス提供事業者などの多様な機関・組織との連携を図り、

十分な量並びに良質なサービスの確保に努めます。 

 

 エ．高齢者の自立支援と地域福祉の推進 

行政はもとより、サービス提供事業者、地域住民、家族一人ひとりがそれぞれの立

場から、高齢者の自立を支援し、明るく活力に満ちたまちづくりが求められます。 

そのため、島本町地域福祉計画の基本理念である「人びとの個性輝く、ふれあい豊

かなやさしい地域づくり」のもと、地域住民がお互いに個性を尊重しあいながら、ふ

れあい、地域の多様な生活課題に気づき、その解決に向けて地域全体が一体となって

取り組んでいく地域福祉を推進します。 
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２．計画の策定方法 

 

２－１．計画の策定体制 

本計画の策定にあたり、以下に掲げる手法等により学識経験者、保健、医療、福祉、

被保険者の代表者等の参画を求め、可能な限り幅広い意見の聴取と施策に対する広

報・啓発に努めました。 

 

〔１〕計画策定委員会等の開催 

 ア．島本町住民福祉審議会 

計画策定にあたっては、幅広い関係者の協力を得て、地域の実情に応じた計画とす

ることが求められています。このため、保健、医療、福祉の関係者や各種団体の学識

経験者並びに公募による住民代表者からなる島本町住民福祉審議会に「第４期島本町

保健福祉計画及び介護保険事業計画策定部会」を設け、様々な意見や審議を重ね計画

策定に努めました。 

 

 イ．担当者会議 

庁内での保健・医療・福祉・介護保険等の担当者や年長者サービス調整チームメン

バーなどから、それぞれが担当する事業等の現状や課題等について意見を交わし、事

務局である高齢福祉課が中心となって、計画案の作成に努めました。 

 

〔２〕住民参加による計画書の作成 

 ア．高齢者等の現状を把握するための実態調査の実施 

本町では、要支援・要介護認定者で居宅の介護保険サービス利用者及び未利用者、

並びに65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない高齢者を対象に、健康状態や介

護サービスの利用状況、介護予防事業や地域包括支援センターの認知状況などを把握

するために実態調査を実施し、その調査結果を介護保険事業計画のサービス量の見込

みや保健福祉計画の見直しを検討するための基礎資料として活用しました。 

 

 イ．計画策定に関する住民意見（パブリックコメント）の聴取 

計画策定過程において、広報「しまもと」、町のホームページなどを活用し、計画素

案に対する住民の意見・提案・要望などを広く聴取し、計画書に可能な限り反映する

よう努めました。 
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〔３〕広報・啓発活動 

住民に対する広報・啓発活動については、引き続き、広報「しまもと」等を通じて

計画内容の周知及び理解を図るとともに、計画審議経過の周知にも努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民からの意見聴取 

 

庁内体制 

計画書案の作成・検討・調整 

 

担当者会議 

事務局 

調整・検討 

実態調査等実施 

（住民の意向把握） 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ募集 

(計画への住民意見反映) 

意見募集 

意見聴取 

府（圏域）との調整 

提案・説明 

意見具申 

結果 

【計画策定体制】 

島
本
町
住
民
福
祉
審
議
会
（
第

期
島
本
町
保

健
福
祉
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
計
画
策
定
部
会
） 
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２－２．実態調査の実施 

 

介護保険法附則第２条の規定に基づき、第３期島本町介護保険事業計画を見直すと

ともに、介護保険事業計画と一体的に策定した第３期島本町保健福祉計画についても

同時に見直しを行い、第４期島本町保健福祉計画及び介護保険事業計画策定のための

基礎資料を得ることを目的に実施しました。 

 

 
①高齢者一般調査 

②居宅サービス利用者調査 

（要支援１・２、要介護１） 

③介護保険サービス 

未利用者調査 

調査基準日 平成 20 年４月１日 

調査期間 平成 20 年４月１日～平成 20 年４月 30 日 

調査方法 郵送配付、郵送回収 

調査対象 
65 歳以上の住民 

（②、③を除く） 

介護保険の居宅サービス利用

者で要支援１・２、要介護１

の人 

要介護認定を受けてい

るが介護サービスを利

用していない人 

調査対象者数 1,000 人 354 人 129 人 

回答調査票数 762 人 249 人 72 人 

有効調査票数 762 人 249 人 72 人 

有効回収率 76.2％ 70.3％ 55.8％ 

 

 調査結果の概要  

【「いきいき百歳体操」は約６割の人が知っている】 

いきいき百歳体操の認知度について、一般高齢者調査では「知っている」が 63.1％、

「知らない｣が 35.7％となっています。居宅サービス利用者調査では「知っている」

が 66.7％、「知らない｣が 29.3％となっています。 

 

【「地域包括支援センター」は６～７割の人が知らない】 

「地域包括支援センター」の認知度について、一般高齢者調査では「知らない」が

70.3％、「知っている｣が 26.8％となっています。また、居宅サービス利用者調査では

「知っている」が 62.7％、「知らない｣が 31.3％となっています。 

 

【自由回答】 

一般高齢者調査では、保険料の負担など制度に対する不満が比較的多く見られる一

方で、サービス利用者調査では、制度やサービスに満足されているというご意見も多

く見られました。また、全体を通じて、現在の悩みや先々への不安についてのご意見

も多くなっています。 
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３．高齢者等の状況 

 

３－１．人口構造 

本町の人口は、昭和50年から昭和60年にかけて若山台等の住宅団地が整備されたこ

とにより、７千人を超える急激な人口増加が見られましたが、平成７年以降は減少傾

向にあり、平成17年では29,052人となっています。 

また、本町の65歳以上の総人口に占める割合（高齢化率）は、平成17年で16.9％と

なっており、全国平均の20.1％、大阪府内平均の18.5％に比べて低くなっていますが、

年々高齢化率は増加しています。 

 

【中高年齢者人口の推移】 

（単位：人） 

区 分 昭和 55 年 昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 

総人口（A） 24,663 29,549 29,971 30,339 30,125 29,052 

40～64 歳（B） 6,222 8,299 10,063 10,667 10,612 10,457 

 比率(B)/(A) 25.2% 28.1% 33.6% 35.2% 35.2% 36.0% 

65～74 歳（C） 1,053 1,171 1,527 2,112 2,477 2,817 

 比率(C)/(A) 4.3% 4.0% 5.1% 7.0% 8.2% 9.7% 

75 歳以上（D） 449 659 905 1,169 1,544 2,103 

 比率(D)/(A) 1.8% 2.2% 3.0% 3.8% 5.1% 7.2% 

資料：昭和 55 年～平成 17 年は「国勢調査報告」（総務庁統計局） 

 

【参考：総人口、年齢３区分別人口の推移】 

（単位：人） 

区 分 昭和 55 年 昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 

総人口 24,663 29,549 29,971 30,339 30,125 29,052 

０～14 歳 6,603 7,660 6,500 5,649 4,931 4,314 

 構成比 26.8% 25.9% 21.7% 18.6% 16.4% 14.8% 

15～64 歳 16,554 20,039 20,944 21,378 20,996 19,760 

 構成比 67.1% 67.8% 69.9% 70.5% 69.7% 68.0% 

65 歳以上 1,502 1,830 2,432 3,281 4,021 4,920 

 構成比 6.1% 6.2% 8.1% 10.8% 13.3% 16.9% 

資料：昭和 55 年～平成 17 年は「国勢調査報告」（総務庁統計局） 

※１ 昭和 55 年～平成 17 年の総人口には「年齢不詳」が存在するため、年齢別人口の合計は総人口と必ずしも合致しません。 

※２ 表中の構成比は、小数第二位を四捨五入しているため比率の合計が 100.0％を上下することがあります。本ページ以降の構成

比（割合）も同様です。 

 

 



11 

３－２．高齢者のいる世帯の状況 

〔１〕高齢者のいる世帯の推移 

本町の世帯数については、昭和50年以降の急激な人口増加に伴い、平成17年には

10,795世帯となっています。しかし、昭和60年以降は核家族化等の影響により、世帯

の増加数に比べ人口は微増傾向にあります。 

また、高齢化の進展とともに高齢者のいる世帯も増加しており、平成17年の高齢者

のいる世帯は全世帯の31.7％となっていますが、全国平均の35.1％、大阪府内平均の

31.8％よりも低い状況です。 

【高齢者世帯の推移】 

（単位：世帯） 

 昭和 55 年 昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 

一般世帯 実数（A） 7,662 9,286 9,712 10,273 10,588 10,795 

高齢者のいる世帯 
実数（B） 1,170 1,431 1,857 2,383 2,863 3,422 

（B／A） 15.3% 15.4% 19.1% 23.2% 27.0% 31.7% 

資料：昭和 55 年～平成 17 年は「国勢調査報告」（総務庁統計局） 

※ ％は一般世帯数に占める比率 

 

〔２〕高齢者のいる世帯（形態別）の推移 

本町の高齢者のいる世帯を形態別にみると、ひとり暮らし世帯や夫婦のみの世帯の

高齢者が増加しています。平成17年では、ひとり暮らし世帯と夫婦のみ世帯を合わせ

た世帯数は、高齢者のいる世帯の60.6％で、高齢者のみの世帯が増加しています。 

 

【高齢者世帯の形態別推移】 

（単位：世帯） 

  昭和 55 年 昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 

高齢者のいる世帯 
実数（A） 1,170 1,431 1,857 2,383 2,863 3,422 

（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ひとり暮らし世帯 
実数（B） 91 131 243 434 617 854 

（B/A）％ 7.8 9.2 13.1 18.2 21.6 25.0 

夫婦のみ世帯 
実数（C） 228 324 539 488 691 1,218 

（C/A）％ 19.5 22.6 29 20.5 24.1 35.6 

その他の世帯 
実数（D） 851 976 1,075 1,461 1,555 1,350 

（D/A）％ 72.7 68.2 57.9 61.3 54.3 39.5 

資料：「国勢調査報告」（総務庁統計局） 

※ ％は一般世帯数に占める比率 
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３－３．第１号被保険者の所得等の状況 

第１号被保険者（65歳以上）の所得等の状況は以下の通りです。 

第４段階が31.0％で最も多く、次いで第５段階が23.9％、第６段階が17.5％となっ

ています。 

 

【第１号被保険者の所得区分別分布】 

（単位：人） 

被保険者の区分 
平成 20 年 

4 月 1 日現在 

所得区分別

比率（％） 

第１段階 
・生活保護受給者 

・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者 
24 0.4% 

第２段階 
・世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と合計 

所得金額の合計が 80 万円以下 
849 14.9% 

第３段階 ・世帯全員が住民税非課税で第２段階に該当しない 469 8.2% 

第４段階 ・本人は住民税非課税だが、同一世帯に課税者がいる 1,769 31.0% 

第５段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が 200 万円未満 1,367 23.9% 

第６段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 200 万円以上 

450 万円未満 
997 17.5% 

第７段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が 450 万円以上 238 4.2% 

合        計 5,713 100.0% 

資料：島本町高齢福祉課 
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３－４．高齢者のいる世帯の住居の状況 

高齢者のいる世帯数は、高齢化の進展に伴い増加しています。平成17年の国勢調査

の結果をみると、本町の特徴として、持ち家比率が81.6％となっており、年々持ち家

の人が増加しています。 

【高齢者のいる世帯の住居の状況】 

（単位：人） 

住宅の所有の関係等 

平成７年 平成 12 年 平成 17 年 

実数 
構成比

（％） 
実数 

構成比

（％） 
実数 

構成比

（％） 

全世帯数 10,273 - 10,588 - 10,795 - 

高齢者のいる世帯数 2,383 100.0 2,863 100.0 3,422 100.0 

 持ち家 1,825 76.6 2,281 79.7 2,794 81.6 

 借 家 538 22.6 553 19.3 607 17.7 

  
公営・公団・公社の借

家 
304 12.8 339 11.8 367 10.7 

  民営の借家 218 9.1 205 7.2 236 6.9 

  給与住宅 16 0.7 9 0.3 4 0.1 

 間借り 13 0.5 20 0.7 14 0.4 

 その他 7 0.3 9 0.3 7 0.2 

資料：「国勢調査報告」（総務庁統計局） 
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３－５．高齢者等の就業状況 

高齢者の就業状況をみると、65歳以上の高齢者の13.4％が就業しており、そのうち

の約74％の高齢者が第３次産業に従事しています。また、第１次産業の従事者の

52.2％は65歳以上の高齢者で、当該産業内での高齢化が進んでいます。 

 

【高齢者等の就業状況】 

（単位：人） 

  
就業者総

数（A） 

65 歳以上

人口（B） 

65 才以上

の就業者

人口（C） 

65 歳以上

の就業者

の割合

(C/A) 

65 歳以上

人口総数

に占める

就業者の

割合(C/B) 

総数 13,078 4,920 658 5.0% 13.4% 

第１次産業 90 - 47 52.2% 1.0% 

 

農業 88 - 47 53.4% 1.0% 

林業 2 - - - - 

漁業 - - - - - 

第２次産業 3,181 - 111 3.5% 2.3% 

 

鉱業 - - - - - 

建設業 795 - 53 6.7% 1.1% 

製造業 2,386 - 58 2.4% 1.2% 

第３次産業 9,580 - 487 5.1% 9.9% 

 

電気･ガス･熱供給・水道業 287 - - - - 

情報通信業 524 - 9 1.7% 0.2% 

運輸業 606 - 19 3.1% 0.4% 

卸売・小売業 2,392 - 130 5.4% 2.6% 

金融・保険業 383 - 8 2.1% 0.2% 

不動産業 221 - 30 13.6% 0.6% 

飲食店、宿泊業 521 - 29 5.6% 0.6% 

医療，福祉 1,226 - 37 3.0% 0.8% 

教育、学習支援業 779 - 26 3.3% 0.5% 

複合サービス事業 77 - - - - 

サービス業（他に分類されないもの） 2,214 - 184 8.3% 3.7% 

公務(他に分類されないもの) 350 - 15 4.3% 0.3% 

分類不能の産業 227 - 13 5.7% 0.3% 

資料：「平成 17 年国勢調査報告」（総務庁統計局） 
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３－６．高齢者の受診状況、疾病構造 

〔１〕高齢者の受診状況、医療費等 

老人保健医療の受診状況をみると、対象者数は平成18年度から平成19年度にかけて

減少しており、入院外・歯科・調剤も減少していますが、入院については平成18年度

から平成19年度にかけて増加しています。そのため、給付費総額は平成18年度から平

成19年度にかけて増加しています。 

 

【老人保健医療給付費の状況】 

 給付件数（件） 日数（日） 給付費総額（円） 

平成 18 年度 

対象者数 

2,662 人 

（月平均） 

入院 2,047 36,457 971,412,262 

入院外 42,364 104,370 714,098,859 

歯科 5,638 14,193 77,796,918 

調剤 20,612 37,204 287,948,113 

合計 70,661 192,224 2,051,256,152 

平成 19 年度 

対象者数 

2,276 人 

（月平均） 

入院 2,207 39,716 1,089,240,398 

入院外 40,724 99,444 693,386,179 

歯科 4,990 12,210 69,672,248 

調剤 19,733 34,829 292,392,089 

合計 67,654 186,199 2,144,690,914 

 

 
１人当たり 

給付費(円) 

受診率 

（件／人） 

１人当たり 

日数(日) 

１日当たり 

給付費(円) 

１件当たり

給付費(円) 

平成 

18 年度 

入院 364,918 0.77 13.70 26,645 474,554 

入院外 268,257 15.91 39.21 6,842 16,856 

歯科 29,225 2.12 5.33 5,481 13,799 

調剤 108,170 7.74 13.98 7,740 13,970 

平成 

19 年度 

入院 478,577 0.97 17.45 27,426 493,539 

入院外 304,651 17.89 43.69 6,973 17,026 

歯科 30,612 2.19 5.36 5,706 13,962 

調剤 128,468 8.67 15.30 8,395 14,817 

資料：平成 18 年度・平成 19年度 島本町事務事業報告書 
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〔２〕高齢者疾病構造 

高齢者の疾病構造をみると、入院では平成18年、平成19年ともに「循環器系の疾患

が最も多くなっています。入院外では平成18年、平成19年ともに「循環器系の疾患」

が最も多くなっていますが、１日あたり診療費は平成18年で「尿路性器系の疾患」、平

成19年度で「血液及び造血器の疾患並びに免疫構造の障害」が最も高くなっています。 

 

【疾病大分類の受診状況（入院）】 

  

平成 18 年 6 月審査分 平成 19 年 6 月審査分 

受診件

数 
構成比 受診率 

１日あ

たりの

診療費

（円） 

受診件

数 
構成比 受診率 

１日あ

たりの

診療費

（円） 

1 感染症及び寄生虫 5 3.4 0.188 27,118 1 0.5 0.039 27,093 

2 新生物 20 13.4 0.754 40,603 25 13.7 0.975 33,919 

3 
血液及び造血器の疾患並

びに免疫構造の障害 
1 0.7 0.038 24,041 0 0 0 0 

4 
内分泌、栄養及び代謝疾

患 
3 2.0 0.113 30,989 9 4.9 0.351 27,648 

5 精神及び行動の障害 9 6.0 0.339 13,280 9 4.9 0.351 15,551 

6 神経系の疾患 14 9.4 0.528 21,162 16 8.7 0.624 18,993 

7 眼及び附属器の疾患 6 4.0 0.226 113,514 10 5.5 0.390 62,977 

8 耳及び乳様突起の疾患 1 0.7 0.038 199,690 0 0 0 0 

9 循環器系の疾患 36 24.2 1.356 31,358 38 20.8 1.483 40,072 

10 呼吸器系の疾患 19 12.8 0.716 23,814 20 10.9 0.780 32,384 

11 消化器系の疾患 8 5.4 0.301 28,918 8 4.4 0.312 24,017 

12 皮膚及び皮下組織の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
筋骨格系の結合組織の疾

患 
9 6.0 0.339 44,879 15 8.2 0.585 24,163 

14 尿路性器系の疾患 7 4.7 0.264 38,195 4 2.2 0.156 55,970 

15 妊婦、分娩及び産褥 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
先天奇形、変形及び染色

体異常 
1 0.7 0.038 21,922 0 0 0 0 

18 
症状、徴候等に分類され

ないもの 
1 0.7 0.038 35,125 2 1.1 0.078 26,290 

19 
損傷、中毒及びその他の

外因の影響 
9 6.0 0.339 27,321 26 14.2 1.014 30,814 

資料：大阪府老人保健疾病統計 

※ 受診率は 100 人あたりの平均受診回数 
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【疾病大分類の受診状況（入院外）】 

  

平成 18 年 6 月審査分 平成 19 年 6 月審査分 

受診件

数 
構成比 受診率 

１日あ

たりの

診療費

（円） 

受診件

数 
構成比 受診率 

１日あ

たりの

診療費

（円） 

1 感染症及び寄生虫 83 2.3 3.127 4,719 79 2.3 3.082 4,439 

2 新生物 137 3.8 5.162 16,710 129 3.7 5.033 17,685 

3 
血液及び造血器の疾患並

びに免疫構造の障害 
6 0.2 0.226 6,761 12 0.3 0.468 25,283 

4 
内分泌、栄養及び代謝疾

患 
388 10.7 14.619 7,815 375 10.8 14.631 8,033 

5 精神及び行動の障害 70 1.9 2.638 5,494 79 2.3 3.082 4,219 

6 神経系の疾患 78 2.1 2.939 5,201 57 1.6 2.224 6,346 

7 眼及び附属器の疾患 478 13.1 18.011 6,781 434 12.5 16.933 7,040 

8 耳及び乳様突起の疾患 75 2.1 2.826 4,388 71 2.0 2.770 4,097 

9 循環器系の疾患 1125 30.9 42.389 6,870 1057 30.4 41.241 7,092 

10 呼吸器系の疾患 150 4.1 5.652 7,851 138 4.0 5.384 7,777 

11 消化器系の疾患 248 6.8 9.344 6,923 242 7.0 9.442 7,304 

12 皮膚及び皮下組織の疾患 110 3.0 4.145 3,912 114 3.3 4.448 4,527 

13 
筋骨格系の結合組織の疾

患 
414 11.4 15.599 3,807 398 11.4 15.529 4,457 

14 尿路性器系の疾患 122 3.4 4.597 22,104 125 3.6 4.877 20,681 

15 妊婦、分娩及び産褥 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
先天奇形、変形及び染色

体異常 
2 0.1 0.075 2,424 4 0.1 0.156 13,562 

18 
症状、徴候等に分類され

ないもの 
64 1.8 2.411 5,372 53 1.5 2.068 6,818 

19 
損傷、中毒及びその他の

外因の影響 
86 2.4 3.240 6,063 109 3.1 4.253 5,285 

資料：大阪府老人保健疾病統計 

※ 受診率は 100 人あたりの平均受診回数 
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４．保健福祉施策及び介護保険の取り組みの現状と今後 

 
４－１．保健事業 

平成18年度の介護保険制度の改正より、高齢者を対象とした健康教育や健康相談は

地域支援事業に再編され、また、平成19年度で老人保健法が廃止になりました。 

また、平成20年４月から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、医療保

険者によるメタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導を保健部門

と国保部門が連携しながら実施しています。 

今後も住民の生涯を通じた健康づくりと介護予防等を進めていくため、「健康しまも

と２１」の取り組みを推進するとともに、健康増進法に基づく各種保健事業に取り組

む必要があります。 

 

〔１〕健康教育 

健康教育は、健康に関する正しい知識の普及を図るとともに「自らの健康は自らで

守る」という認識と自覚を高め、生活習慣病の予防、壮年期からの健康の保持増進を

目的とし、医師・歯科医師・保健師等が指導・教育を行ってきました。 

介護保険法の改正により、平成18年度から「介護家族健康教育」は地域支援事業に

再編されました。また、地域包括支援センターとともに介護予防事業である「いきい

き百歳体操」の普及・啓発に取り組みました。 

 

【実  績】 

  
平成 18 年度 平成 19 年度 

計画 実績 計画 実績 

集団健康教育 
延回数 80 213 85 131 

延人数 2,000 5,058 2,125 4,352 

個別健康教育 延人数 20 15 20 39 

資料：島本町福祉保健課健康福祉事業室 

 

（評価・課題） 

実績をみると、集団健康教育は延回数・延人数ともに計画値を大きく上回っていま

す。個別健康教育については、平成18年度は「高脂血症教室」として実施し、平成19

年度は、特定健診・特定保健指導の実施に向け、「メタボリックシンドローム」に注目

した教室を行いました。また、「いきいき百歳体操」の普及啓発を地域包括支援セン

ターとともに実施し、介護予防拠点の整備を進めました。 
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〔２〕健康相談 

健康相談は、心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行い、

家庭における健康管理を目的として実施しています。総合健康相談（心身の健康に関

する一般的事項についての指導、助言）及び重点健康相談（疾病別の相談や高齢者の

相談等についての指導、助言）を行っています。 

介護保険法の改正により、平成18年度から「介護家族健康相談」は地域支援事業に

再編されました。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 平成 19 年度 

計画 実績 計画 実績 

総合健康相談 
延回数 80 91 80 94 

延人数 - 2,104 - 1,981 

重点健康相談 
延回数 50 109 60 104 

延人数 - 1,752 - 1,550 

健康相談延実施人数 延人数 2,600 3,856 2,800 3,531 

資料：島本町福祉保健課健康福祉事業室 

 

（評価・課題） 

実績をみると、総合健康相談、重点健康相談ともに各年度の延回数・延人数が計画

値を上回っています。 

ふれあいセンターを拠点とした健康相談だけでなく、依頼に応じて社会福祉協議会

等関係機関と連携を図りながら保健師等が身近な地域に出向き、町営住宅等でも健康

相談を実施しています。 
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〔３〕健康診査 

健康診査は、基本健康診査及び各種がん検診を集団方式（ふれあいセンターで実

施）と個別方式（町内委託医療機関）で行ってきました。 

平成18年度からは、65歳以上の高齢者に対して従来の基本健康診査に加えて生活機

能に関する評価を実施し、要支援･要介護状態になるおそれのある特定高齢者の把握に

努めました。 

平成20年度からは島本町国民健康保険加入者を対象に、従来の基本健康診査を特定

健康診査として実施しています。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 平成 19 年度 

計画 実績 計画 実績 

基本健康診査 ％ 46.5 42.9 48.2 44.5 

肺がん検診 ％ 23.0 25.1 23.5 26.4 

胃がん検診 ％ 10.0 9.0 10.3 10.1 

大腸がん検診 ％ 10.5 11.8 11.0 13.4 

乳がん検診 ％ 11.5 6.4 12.0 6.6 

子宮がん検診 ％ 12.7 21.5 14.0 22.6 

資料：島本町福祉保健課健康福祉事業室 

 

（評価・課題） 

実績をみると、基本健康診査、胃がん検診、乳がん検診は各年度計画値を下回って

いますが、その他の検診では計画を上回っています。また、平成18年度から平成19年

度にかけてすべての健（検）診において受診率が上昇しています。 

集団方式のがん検診においては、「特定健診」と同時に実施することで健（検）診を

受診しやすい体制の整備に努めています。 

今後も高槻市医師会等関係機関と連携を図り、実施体制の整備を図るとともに、精

度管理の向上に取り組む必要があります。 
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〔４〕訪問指導 

訪問指導とは、寝たきりや認知症、要指導の方（要支援状態もしくは要介護状態に

なるおそれのある高齢者・ひとり暮らし高齢者、健診結果で指導が必要な方等）また、

介護に携わる家族を対象に、保健師、看護師等が家庭を訪問し、健康に関する指導、

助言を行うものです。必要に応じて栄養士による栄養指導、作業療法士による日常生

活動作についての指導も行っています。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 平成 19 年度 

実績 実績 

訪問指導 
実人数 76 71 

延人数 298 248 

資料：島本町福祉保健課健康福祉事業室 

 

（評価・課題） 

実績をみると、実人数は平成18年度で76人、平成19年度で71人と５人減っており、

延人数も減少しています。 

介護に関する相談については、地域包括支援センターに相談が入る場合が多いため、

今後も相互に連携を図りながら、必要に応じて同伴訪問するなどの支援が必要です。 
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〔５〕機能訓練 

機能訓練は、介護保険の要介護認定で非該当になった方や、閉じこもりを予防した

い方等を対象に、心身の機能の低下等を予防するため、レクリエーションや軽スポー

ツ、手作業を行う教室です。 

平成18年度の介護保険制度の改正後も小学校区に１か所、町内４か所で「やってみ

よう会」として実施しました。 

【実  績（Ｂ型）】 

  
平成 18 年度 平成 19 年度 

実績 実績 

機能訓練Ｂ型 

か所 4 4 

延回数 46 46 

実人数 64 56 

延人数 515 462 
資料：島本町福祉保健課健康福祉事業室 

 

（評価・課題） 

実績をみると、か所数・延回数は平成18年度・平成19年度ともに同じですが、実人

数・延人数については平成18年度から平成19年度にかけて減少しています。 

「いきいき百歳体操」が地域で展開され、機能訓練事業との整合性を図るため、平

成19年度末で従来の「やってみよう会」は終了しました。 
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〔６〕健康手帳の交付 

健康手帳は、老人保健法の医療受給資格を得る70歳になった方に交付するとともに

健康診査等でも交付しています。 

「自らの健康は自らで守る」という自覚を高め、健康診査や健康教育等の保健事業

に活用していただき、経年的な健康管理ができる手帳です。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 平成 19 年度 

実績 実績 

医療受給者 実人数 52 195 

医療受給者以外 実人数 400 333 

合計 実人数 452 528 
資料：島本町福祉保健課健康福祉事業室 

 

（評価・課題） 

実績をみると、合計で平成18年度が452人、平成19年度が528人と増加していますが、

内訳をみると医療受給者数は増加し、医療受給者以外は減少しています。 

健康手帳に健康診査の結果を経年的に記録し、健康相談や健康教室参加時にも記録

し健康管理に役立てるとともに、保健事業でも活用しています。 

 

 

〔７〕歯科保健事業 

口腔の健康管理及び歯周疾患等の予防を目的に歯科健康教育、相談、健診等を行い、

健康の保持増進を図っています。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 平成 19 年度 

計画 実績 計画 実績 

歯の健康展 実人数 550 644 550 538 

歯周疾患検診 実人数 450 387 450 357 
資料：島本町福祉保健課健康福祉事業室 

 

（評価・課題） 

平成19年度の歯の健康展・歯周疾患検診ともに平成18年度と比較して利用者が減少

しています。 

高齢者の口腔ケアは、感染症予防をはじめ健康状態に与える影響は大きく、今後も

8020運動を重点とした事業を継続して実施していく必要があります。 
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４－２．福祉事業 

福祉事業は、介護保険制度を補完する施策として、介護予防や生活支援等のサービ

スに重点をおいて、給食サービスなどの各種サービスの充実に努めてきました。 

本計画では、これまでの各サービスの利用実績や平成20年度に実施した介護保険利

用者等の実態調査をもとに、利用者ニーズを的確に見込むことが必要です。 
 

 

〔１〕在宅福祉サービス 

ア．給食サービス（配食） 

在宅給食（配食）サービスは、要介護認定で要支援及び要介護と認定されたひとり

暮らし高齢者等が買物や食事づくりが困難な場合、食事を配食することにより、食生

活の充実等を図るとともに配食時に安否確認を実施し、高齢者の在宅生活を支援する

ことを目的とした事業です。 

週４回（月・水・木・金の夕食）実施しており、利用者負担金が必要です。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

支給人数 人数 55 65 

サービス量 食 6,349 6,076 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

平成19年度の給食サービス（配食）の支給人数は65人で平成18年度から10人増えて

いますが、サービス量は平成19年度で6,076食と平成18年度から273食減っています。 

給食サービス（配食）は、ひとり暮らしの高齢者の生活を支援しています。利用者

が増えており、今後も食生活と安否確認の充実を図るため、配食日数や利用者負担の

あり方について検討する必要があります。 
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イ．給食サービス（会食会） 

給食サービス（会食会）は、65歳以上のひとり暮らし高齢者及び70歳以上の高齢者

夫婦の人がふれあいセンターにおいて、月２回会食会形式により、食事（昼食）を通

じて、ふれあい、生きがいを持っていただくために実施しています。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

支給人数 人数 2,093 2,048 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

平成19年度の給食サービス（会食会）の支給人数は2,048人で、平成18年度から45人

の減少がみられます。今後は配食サービスの費用負担との整合性を図りつつ、利用者

ニーズを把握し、食事の充実と高齢者のふれあいの場として、さらに利用者の拡大に

努める必要があります。 

 

 

ウ．緊急通報装置設置 

緊急通報装置設置は、65歳以上のひとり暮らしの高齢者に対し、緊急通報装置を給

付または貸与し急病や災害時に消防本部及び在宅介護支援センターに連絡することに

より、迅速かつ適切な対応を図ることを目的として実施しています（所得税額により

費用負担が必要です）。 

なお、貸与者には、電話の基本料金の助成を別途実施しています。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

設置数 台 186 191 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

緊急通報装置設置台数は、平成19年度で191台と平成18年度から５台増えています。 

今後、ますますひとり暮らし高齢者が増加していくなかで、地域での見守りや協力

員との連携が必要となります。また、電池交換代金の自己負担額のあり方や電話の基

本料金助成などについて、見直しが必要です。 
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エ．愛の一声事業 

愛の一声事業は、65歳以上のひとり暮らし高齢者宅への電話連絡により安否確認や

話し相手、悩み事の相談を行っています。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

延人数 延人数 1,725 1,418 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

平成19年度は延人数が1,418人と平成18年度から307人減少しています。 

今後は、巡回訪問事業などの事業との整合性を図りつつ、地域での見守り体制の整

備や関係機関との連携体制を整備していくことが必要です。 

 

 

オ．巡回訪問事業 

巡回訪問事業は、65歳以上のひとり暮らし高齢者宅への訪問により安否確認をする

とともに、生活、福祉等の相談に応じています。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

相談件数 件数 1,863 1,571 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

平成19年度の相談件数は1,571件となっており、平成18年度から292件減少していま

す。 

今後は、愛の一声事業などの事業との整合性を図りつつ、地域での見守り体制の整

備や関係機関との連携体制を整備していくことが必要です。 
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カ．年長者住宅改造助成事業 

年長者住宅改造助成事業は、65歳以上で身体の状況により居宅の改造を必要とする

高齢者（介護保険の要介護認定で認定結果の出ている人。非該当も含む）のいる世帯

を対象に、現在お住まいの住宅を身体の状況に応じて、安全かつ利便性に優れたもの

に改造するための経費を助成します。同一世帯につき原則１回限りです（助成限度額

あり）。 

世帯の生計中心者の所得税額に応じて費用負担、利用制限があります。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

助成人数 人数 9 2 

助成金額 千円 5,156 1,116 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

平成19年度の助成人数は２人で、平成18年度から７人減っており、助成金額も減っ

ています。 

年長者住宅改造助成事業については、大阪府の補助事業廃止に伴い、平成20年度を

もって終了しました。 

 

 

キ．年長者祝金 

年長者祝金は、満77歳、満88歳及び満99歳の人に対し祝金を贈ることにより、長寿

を祝福しています。 

祝金は、満77歳に１万円、満88歳に３万円、満99歳の人は５万円を誕生月に贈って

います。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

支給人数 人数 285 310 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

平成19年度の支給人数は310人で、平成18年度から25人増加しています。 

少子高齢化の進展により、対象者が増加する状況にあり、一定の見直しを検討する

必要があります。 
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ク．生活管理指導短期宿泊事業 

生活管理指導短期宿泊事業は、要介護認定で非該当と認定されたひとり暮らし高齢

者で、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなどいわゆる社会適

応が困難な高齢者を、養護老人ホームに一時的に入所させ、日常生活に対する指導、

支援を行っています。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

利用人数 人数 0 0 

利用日数 日数 0 0 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

本事業は、平成18年度・平成19年度ともに利用はありませんでした。 

生活管理指導短期宿泊事業については、サービスの必要な人が利用できるよう事業

内容の周知に努めるとともに、関係機関と連携して取り組む必要があります。 

 

 

ケ．軽度生活援助事業 

要介護認定で非該当とされたひとり暮らし高齢者等を対象に、シルバー人材セン

ターからの派遣により軽易な日常生活上の援助（買物・掃除等）を行っています。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

利用人数 人数 7 5 

利用回数 回数 264 260 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

平成19年度の利用人数は５人で、利用回数は260回となっており、平成18年度からほ

ぼ横ばいの状態です。 

軽度生活援助事業については、社会福祉法人１か所に事業委託を行っていますが、

介護保険サービスを利用するまでもない方々の居宅生活支援としての役割を果たして

います。 
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コ．移送サービス助成事業 

移送サービス助成事業は、要介護認定で要支援及び要介護と認定された65歳以上の

高齢者を対象に、病院への通院や施設の入退所、役場等の官公署へ手続きに出向くた

め等に利用された場合に、寝台車及びタクシー（リフト付車両及びストレッチャー装

備ワゴン車等）の移送費を助成しています。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

助成人数 人数 344 315 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

平成19年度の助成人数は315人で、平成18年度から29人減少していますが、ニーズも

高く、件数は増加傾向を示しています。介護予防との整合性を図りつつ、対象者の選

定方法など、事業の見直しを検討する必要があります。 

 

 

サ．寝具水洗いサービス事業 

寝具水洗い事業は、要介護認定で要介護１以上と認定された65歳以上の寝たきり高

齢者に対し、寝具の水洗いを行い、寝たきり高齢者の在宅での衛生保持に努めていま

す。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

利用人数 人数 0 3 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

本事業は、平成19年度で３人の利用がありました。 

寝具水洗い事業については、ニーズは少ないものの、今後も引き続き事業展開を行

うとともに、住民への周知徹底を図り、寝たきり高齢者の寝具の衛生保持に努める必

要があります。 
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シ．街かどデイハウス 

街かどデイハウスは、65歳以上の通所できる高齢者を対象に、健康チェックや趣味

等を生かしたレクリエーションを行っています（費用負担あり）。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

利用延人数 延人数 2,036 1,955 

利用時間 時間 10,008 10,256 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

平成19年度の利用延人数は1,955人、利用時間は10,256時間となっており、延人数は

平成18年度から減っていますが、利用時間は増えています。 

街かどデイハウスについては、閉じこもり予防や生きがい、介護予防を目的に実施

しており、今後とも利用者の増加が見込まれますが、大阪府の補助金制度の見直しも

あり、介護予防との整合を図りつつ、事業の充実に努める必要があります。 

 

 

ス．家族介護慰労金事業 

家族介護慰労金は、１年間介護保険サービスを利用しなかった人（年間１週間程度

の短期入所生活介護利用を除く）で、要介護認定が４または５と認定された市町村民

税非課税世帯に属する人の介護者に、家族介護慰労金100,000円を支給します。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

支給人数 人数 0 0 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

本事業は、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図る

観点から、慰労金を支給することにより、家族に対する支援対策の充実を図ることを

目的としています。 
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セ．訪問理美容サービス事業 

在宅の寝たきり高齢者で理容店等の利用が困難な人に対して、訪問による理美容

サービスを実施し、寝たきり高齢者の保健衛生の向上を図っています。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

利用人数 人数 0 0 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

本事業は、平成18年度・平成19年度ともに利用はありませんでした。 

通所サービスの利用時に、理美容を行っている人も多いことから、事業内容を検討

する必要があります。 
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〔２〕施設サービス 

平成18年３月に見直した第３期島本町保健福祉計画では、介護が必要な状態になっ

ても、住み慣れた地域や家庭で自立した生活が継続できるよう、保健・医療・福祉

サービスの一体的・総合的な提供体制の整備と介護保険制度の円滑な運営に努めてき

ました。 

 

ア．養護老人ホーム 

養護老人ホームは、おおむね65歳以上の高齢者で、経済的事由、環境等の事情によ

り家庭での生活が困難な人が市町村の措置により入所する施設でしたが、老人福祉法

の改正により、平成18年４月からは、入所者が自立した日常生活を営み、社会的活動

に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とした施設とし

て位置づけられ、介護を必要とする入所者は、介護保険サービスを利用することがで

きます。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

施設数 か所 0 0 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

養護老人ホームについては、老人福祉法の改正により入所者が地域に戻って自立し

た生活を支援する施設として明確化されましたが、島本町だけでの整備は困難である

ことから、引き続き三島高齢者保健福祉圏内での調整が必要です。 
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イ．生活支援型施設（ケアハウス） 

生活支援型施設（ケアハウス）は、原則として60歳以上（夫婦で入所する場合はい

ずれかが60歳以上）であって、身体機能の低下や高齢等のため独立して生活するには

不安が認められ、家族による援助を受けることが困難な高齢者に対し、食事・入浴そ

の他の日常生活上必要なサービスを提供する施設です。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

施設数 か所 0 0 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

ひとり暮らし高齢者等が安心して快適な生活を過ごす上で有効な施設であるため、

今後とも多様な住まい方を提供する観点から、三島高齢者保健福祉圏内での整備調整

が必要です。 

 

 

ウ．年長者福祉センター 

年長者福祉センターは、60歳以上の高齢者を対象に、生活相談、健康相談、教養の

向上及びレクリエーション（絵画、園芸、民謡、書道、カラオケ、俳句、謡曲等）の

場として事業を実施しています。 

【実  績】 

  
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

利用者数 延人数 38,726 38,305 

資料：島本町保健福祉課健康福祉事業室 

 

（評価・課題） 

平成19年度の利用者は38,305人で、平成18年度から減少していますが、今後も浴室

の利用や各種教室等、年長者の憩いと交流の場となる事業を実施するとともに、各種

教室、水中歩行訓練事業を通じた健康づくり、生きがいづくりの場として利用される

よう、住民ニーズに沿った事業展開が必要です。 
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４－３．介護保険事業 

島本町は、平成18年３月に策定した「第３期島本町介護保険事業計画」に沿って、

事業を推進しています。 

第３期計画で示した計画値とこれまでの実績から、介護保険事業の分析を行い、今

後の介護保険事業の推計を行っていきます。 

 

〔１〕被保険者の状況 

平成19年度の計画では65歳以上の第１号被保険者5,443人、40歳以上65歳未満の第２

号被保険者10,223人、高齢化率19.0％と見込んでいましたが、実績はこれらを上回っ

ており、計画以上に高齢化が進んでいます。 

 

（単位：人）      

区  分 
平成 18 年度 平成 19 年度 

計画 実績 計画 実績 

第１号被保険者（65 歳以上） 5,215 5,396 5,443 5,711 

第２号被保険者（40 歳以上 65 歳未満） 10,369 10,397 10,223 10,371 

計 15,584 15,793 15,666 16,082 

高齢化率（％） 18.0 18.41 19.0 19.32 

資料：島本町高齢福祉課 

数値は、各年度末現在 

 

〔２〕認定申請 

新規申請及び区分変更申請は増加していますが、更新申請は本人の状況により認定

期間が延長されたことから、減少しています。 

 

（単位：人）      

区  分 
平成 18 年度 平成 19 年度 

実績 実績 

新  規 211 274 

更  新 755 625 

区分変更 48 64 

資料：島本町高齢福祉課 

数値は、各年度末現在 
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〔３〕要介護認定 

要介護認定については、島本町介護認定審査会の２つの合議体で平成19年度に928件

の認定を行い、計画の911件を上回りました。 

今後さらに、公平・公正な審査判定を行うため、合議体の長の会議や認定審査会委

員全体会議等を開催し、合議体間や委員相互間の意思統一にも努めます。 

（単位：人） 

区  分 
平成 18 年度 平成 19 年度 

計画 実績 計画 実績 

要支援１ 146 114 162 116 

要支援２ 221 152 239 200 

要介護１ 94 178 163 140 

要介護２ 128 121 118 151 

要介護３ 122 101 123 128 

要介護４ 85 96 86 108 

要介護５ 76 78 80 85 

計 872 840 911 928 

非該当 - 39 - 35 

資料：島本町事務事業報告書 

数値は、各年度末現在 
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〔４〕居宅介護（支援）サービス受給者 

居宅サービス受給者は、年々増加しており平成19年度では547人となっています。 

しかし、介護保険サービス未利用者調査（平成20年度実施）の調査結果をみると、

介護認定を受けた理由では「いざという時にすぐ利用するため」が56.9％であり、介

護サービスを利用しない理由としては、「家族等が介護しているため、サービスを受け

る必要がないから」が最も多くなっています。 

認定されても入院中であることや、将来的に利用する予定、住宅改修や福祉用具購

入のみのサービス利用などの理由で、介護認定を受けたすべての人が利用していない

現状がうかがえます。 

（単位：人） 

区  分 
平成 18 年度 平成 19 年度 

実績 実績 

要支援１ 65 65 

要支援２ 88 135 

経過的要介護 2 0 

要介護１ 129 88 

要介護２ 79 109 

要介護３ 61 67 

要介護４ 49 53 

要介護５ 31 30 

計 504 547 

資料：島本町事務事業報告 

数値は、各年度末現在 

 

〔５〕地域密着型サービス受給者 

地域密着型サービス受給者は、利用が年々増加しており、平成18年度で32人、平成

19年度で29人となっています。 

（単位：人） 

区  分 
平成 18 年度 平成 19 年度 

実績 実績 

要支援１ 0 0 

要支援２ 0 0 

経過的要介護 0 0 

要介護１ 12 8 

要介護２ 5 5 

要介護３ 6 5 

要介護４ 4 8 

要介護５ 5 3 

計 32 29 

資料：島本町事務事業報告 

数値は、各年度末現在 
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〔６〕施設介護サービス受給者 

施設介護サービスについては、平成18年度で128人、平成19年度で144人と16人増加

していますが、計画値を平成18年度・平成19年度ともに下回っています。 

（単位：人） 

区  分 
平成 18 年度 平成 19 年度 

計画 実績 計画 実績 

介護老人福祉施設 70 63 71 67 

介護老人保健施設 71 60 71 66 

介護療養型医療施設 11 5 11 12 

計 152 128 153 144 

資料：島本町事務事業報告 

数値は、各年度末現在 
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〔７〕介護保険サービス利用実績と計画の比較 

ア．居宅サービス 

【予防給付】 

居宅サービスの予防給付をみると、「介護予防訪問リハビリテーション」と「介護予

防特定施設入居者生活介護」については、第３期計画では利用を見込んでいませんで

したが、利用がみられました。その他のすべてのサービスにおいては平成18年度、平

成19年度ともに計画値を下回っています。 

 

区 分 
平成 18 年度 平成 19 年度 

計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 

介護予防訪問介護 人/年 2,100 933 44.4% 2,268 1,373 60.5% 

介護予防訪問入浴介護 回/年 0 0 - 0 0 - 

介護予防訪問看護 回/年 158 57 36.1% 172 135 78.5% 

介護予防訪問 

リハビリテーション 
日/年 0 10 - 0 40 - 

介護予防居宅療養管理指導 人/年 60 12 20.0% 72 30 41.7% 

介護予防通所介護 人/年 516 308 59.7% 552 485 87.9% 

介護予防通所 

リハビリテーション 
人/年 420 136 32.4% 432 266 61.6% 

介護予防短期入所生活介護 日/年 300 86 28.7% 451 207 45.9% 

介護予防短期入所療養介護 日/年 137 43 31.4% 151 119 78.8% 

介護予防特定施設入居者 

生活介護 
人/年 0 8 - 0 60 - 

介護予防福祉用具貸与 人/年 960 209 21.8% 1,032 291 28.2% 

特定介護予防福祉用具販売 人/年 48 18 37.5% 60 31 51.7% 

介護予防住宅改修 人/年 60 20 33.3% 72 31 43.1% 

介護予防支援 人/年 2,677 1,375 51.4% 2,947 2,094 71.1% 

資料：国保連提供資料 
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【介護給付】 

居宅サービスの介護給付の達成状況をみると、「訪問看護」、「通所リハビリテーショ

ン」、「特定施設入居者生活介護」、「居宅介護支援」については計画値を大きく上回っ

ています。 

また、「訪問リハビリテーション」、「住宅改修」については計画値を大きく下回って

います。 

 

区 分 
平成 18 年度 平成 19 年度 

計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 

訪問介護 回/年 30,049 31,446 104.6% 30,920 32,219 104.2% 

訪問入浴介護 回/年 522 515 98.7% 558 745 133.5% 

訪問看護 回/年 1,119 1,858 166.0% 1,189 2,714 228.3% 

訪問リハビリテーション 日/年 93 55 59.1% 96 76 79.2% 

居宅療養管理指導 人/年 564 526 93.3% 636 599 94.2% 

通所介護 回/年 14,002 16,108 115.0% 15,059 18,923 125.7% 

通所リハビリテーション 回/年 4,842 7,180 148.3% 5,038 7,259 144.1% 

短期入所生活介護 日/年 4,074 3,533 86.7% 4,187 4,468 106.7% 

短期入所療養介護 日/年 895 1,021 114.1% 955 929 97.3% 

特定施設入居者生活介護 人/年 72 119 165.3% 72 148 205.6% 

福祉用具貸与 人/年 1,740 1,881 108.1% 1,896 2,047 108.0% 

特定福祉用具販売 人/年 72 66 91.7% 84 81 96.4% 

住宅改修 人/年 72 64 88.9% 72 46 63.9% 

居宅介護支援 人/年 2,989 3,908 130.7% 3,070 3,819 124.4% 

資料：国保連提供資料 
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イ．地域密着型サービス 

【予防給付】 

地域密着型サービスの予防給付について、「介護予防認知症対応型通所介護」、「介護

予防小規模多機能型居宅介護」は見込みどおり、利用はありませんでした。 

 

区 分 
平成 18 年度 平成 19 年度 

計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 

介護予防認知症対応型通所介護 回/年 0 0 - 0 0 - 

介護予防小規模多機能型居宅介護 人/年 0 0 - 0 0 - 

介護予防認知症対応型共同生活 

介護 
人/年 12 0 0.0% 108 0 0.0% 

資料：国保連提供資料 

 

【介護給付】 

地域密着型サービスの介護給付について、「認知症対応型共同生活介護」は平成18年

度で達成率81.6％、平成19年度は94.9％となっています。「夜間対応型訪問介護」につ

いては、利用を見込んでいましたが、事業所の参入がなかったため、利用がありませ

んでした。 

 

区 分 
平成 18 年度 平成 19 年度 

計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 

夜間対応型訪問介護 人/月 3 0 0.0% 3 0 0.0% 

認知症対応型通所介護 回/年 0 0 - 0 0 - 

小規模多機能型居宅介護 人/月 0 0 - 0 0 - 

認知症対応型共同生活介護 人/年 456 372 81.6% 372 353 94.9% 

地域密着型特定施設入居者 

生活介護 
人/年 0 0 - 0 0 - 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 
人/年 0 0 - 0 0 - 

資料：国保連提供資料 
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ウ．施設サービス 

施設サービスについて、「介護老人福祉施設」、「老人保健施設」ともにほぼ見込みど

おりでした。「介護療養型医療施設」は平成18年度では下回っていますが、平成19年度

ではほぼ見込みどおりでした。 

 

（単位：人） 

区  分 
平成 18 年度 平成 19 年度 

計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 

介護老人福祉施設 70 63 90.0% 71 67 94.4% 

介護老人保健施設 71 60 84.5% 71 66 93.0% 

介護療養型医療施設 11 5 45.5% 11 12 109.1% 

資料：島本町事務事業報告 

数値は、各年度末現在 
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〔８〕地域支援事業 

（１）地域包括支援センター 

平成18年４月から改正介護保険法が施行されたことに伴い、町直営で地域包括支援

センターを設置しました。 

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活安定のために必要

な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ

とを目的としており、本町の「地域包括ケア」の中核機関として位置づけられていま

す。 

地域包括支援センターでは、総合相談をはじめ、介護予防ケアマネジメントや包括

的・継続的マネジメントを実施しています。 

また、地域包括支援センターの公平性及び中立性を確保し、円滑かつ適正な運営を

図ることを目的に地域包括支援センター運営協議会を設置しています。 

 

ア．在宅介護支援センター 

在宅介護支援センターは、在宅の高齢者や介護者等が身近なところで気軽に専門家

に相談でき、役場の窓口に行かなくても必要な福祉サービス等が受けられるよう調整

するとともに、申請代行も行う24時間体制の機関です。また、夜間の緊急相談等にも

対応できるよう、本町では、これまで国の標準設置数である中学校区に１か所の目標

に沿って、社会福祉法人及び医療法人の運営する介護保険施設に２か所設置していま

す。 

【実  績】 

 
平成 18 年度 

実績 

平成 19 年度 

実績 

施設数 か所 2 2 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

在宅介護支援センターは、地域包括支援センターのブランチ的機能を果たしていま

す。 

今後も、地域包括支援センターと連携を図りながら、高齢者を支えていくとともに、

当センターが24時間体制で実施していることに対して周知を図り、相談体制の充実が

必要です。 
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（２）介護予防事業 

ア．介護予防一般高齢者施策 

  ａ）介護予防普及啓発事業 

介護保険の第１号被保険者を対象に、介護予防に関する知識の普及・啓発のため

のパンフレットを作成し、高齢福祉課や健康福祉事業室をはじめとする窓口に設置

するとともに、あらゆる機会を通じて多くの第１号被保険者に配布しています。 

また、「介護予防講演会」や「いきいき百歳体操普及啓発」を行うなど、介護予防

に対する関心を高めるため、取り組みを行っています。 

【実  績】 

  平成 18 年度 平成 19 年度 

介護予防講演会 
延回数 - 1 

参加人数 - 210 

いきいき百歳体操普及啓発 
延回数 43 4 

延人数 1,086 93 

いきいき百歳体操地域展開 

延回数 69 41 

実施か所数 15 8 

延人数 1,002 586 

地域活動支援（体力測定・自己

評価、アンケート、地域表彰） 

延回数 - 46 

延人数 - 601 

地域活動支援（代表者交流会） 
延回数 1 1 

延人数 6 16 

いきいき百歳体操交流大会 
延回数 1 1 

延人数 133 148 

全国いきいき百歳大交流大会 
延回数 - 1 

延人数 - 22 
資料：島本町高齢福祉課 

 

 

（評価・課題） 

住民の介護予防に対する関心を高めるため、講演会や交流大会などを行っており、

今後も継続して実施し、高齢者一人ひとりの介護予防に対する意識の向上に努める必

要があります。 
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  ｂ）地域介護予防活動支援事業 

いきいき百歳体操を地域で支援していただくサポーターの育成に取り組んでいます。 

「いきいき百歳体操サポーター育成講座」について、平成17年度にモデル事業と

しての試行的な実施を経て、平成18年度から実施しました。 

【実  績】 

  平成 18 年度 平成 19 年度 

いきいき百歳体操サポーター育

成講座 

延回数 ２クール 10 回 ２クール 10 回 

実人数 42 20 

延人数 216 100 

サポーター活動支援（交流会） 
延回数 - 1 

参加人数 - 23 
資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

平成18年度・19年度ともに２クールの10回を開催しており、参加実人数は平成18

年度で42人、平成19年度で20人となっています。 

「サポーター活動支援」については、平成19年度から実施しており、１回開催し、

23人の参加がありました。 

 

 

  ｃ）介護予防一般高齢者施策評価事業 

介護予防一般高齢者施策の事業評価を実施するものです。 

【実  績】 

 平成 18 年度 平成 19 年度 

介護予防一般高齢

者施策評価事業 
実施回数（回） 1 1 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

本町における介護予防事業については、介護予防の取り組み対する先進事例の調

査からはじめ、地域にあった活動が展開できるよう、調査を行いました。 

その後、地域での普及・啓発活動に積極的に取り組み、介護予防事業に対する一

定の参加者を確保するとともに、活動サポーターの登録も多くみられました。 

これらの状況について、毎年度評価を行い、今後の活動の拡大に活用しています。 

効果的な介護予防事業を展開していくためにも、本事業を継続して実施していく

必要があります。 
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イ．介護予防特定高齢者施策事業 

  ａ）特定高齢者把握事業 

特定高齢者の把握については、保健師等が訪問活動等を通じて把握した高齢者や

主治医及び民生委員児童委員等の関係者が把握している情報等をもとに、介護予防

の対象とすべき、ハイリスクの高齢者の把握に努めています。また、老人保健事業

のなかで実施している基本健康診査と一体的に「生活機能評価」を実施してきまし

た。 

 【実  績】 

 平成 18 年度 平成 19 年度 

特定高齢者把握事業 対象者数（人） 1,293 1,358 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

基本健康診査と一体的に実施する「生活機能評価」については、平成18年度、平

成19年度は老人保健事業で実施し、平成20年度からは地域支援事業のなかで実施し

ています。 

これまで特定高齢者の把握に努めてきましたが、対象となる人は少ない状態です。 

特定高齢者の把握については健診受診が基本となるため、健康に対する意識が低

いと思われる健診未受診層に対しての受診勧奨が課題となっています。 

また、平成20年度からは特定健康診査との同時実施になっているため、今後も医

療機関とのさらなる連携が必要です。 
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  ｂ）通所型介護予防事業 

特定高齢者を対象に通所により、介護予防を目的とした「いきいき百歳応援講

座」を実施しています。 

【実  績】 

  平成 18 年度 平成 19 年度 

いきいき百歳応援講座 

延回数 ２クール 48 回 １クール 24 回 

実人数 26 9 

延人数 555 94 
資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

平成18年度は、２クールで延48回を開催し、実人数で26人、延人数で555人の利用

がありました。平成19年度は１クールで延24回、実人数で９人、延人数で94人の参

加となっています。 

参加者からは、事業に参加することによって、「身体に変化を感じており、身体状

況がよくなっている」などの意見をいただいています。 

本事業はサポーターによる協力が不可欠であるため、今後もサポーターと連携を

図りながら事業を進めていく必要があります。また、地域とつながりが低い人につ

いては、なかなか活動につながりにくい面があるため、地域住民の協力を得ながら、

地域包括支援センターを軸に、保健師等の人材と連携を図りながら介護予防事業を

「まちづくりとして取り組む」という考えのもと、展開していく必要があります。 
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  ｃ）訪問型介護予防事業 

特定高齢者を対象に閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある(またはこれらの

状態にある)人に対し、保健師等が居宅等を訪問し、生活機能に関する問題を総合的

に把握・評価し、必要な相談・指導を行う事業です。 

【実  績】 

 平成 18 年度 平成 19 年度 

訪問型介護予防事業 対象者数（人） 0 0 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

平成18年度、平成19年度ともに実績はありませんでした。 

 

 

  ｄ）介護予防特定高齢者施策評価事業 

介護予防特定高齢者施策の事業評価を行う事業です。 

【実  績】 

 平成 18 年度 平成 19 年度 

介護予防特定高齢者

施策評価事業 
実施回数（回） 0 0 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

平成18年度、平成19年度ともに実績はありませんでした。 
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（３）包括的支援事業 

ア．介護予防ケアマネジメント事業 

自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目標とし、町がスク

リーニングした介護予防対象者に対し、地域包括支援センターにおいて、①一次アセ

スメント、②介護予防ケアプランの作成、③サービス提供後の再アセスメント、④事

業評価の一連のプロセスにより、ケアマネジメントを実施しています。 

【実  績】 

  平成 18 年度 平成 19 年度 

地域包括支援センター分 延件数 668 1,572 

居宅介護支援事業所委託分 延件数 457 567 

計 延件数 1,125 2,139 
資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

介護予防ケアプラン作成数の実績をみると、平成18年度で延1,125件、平成19年度で

延2,139件と約２倍となっており、うち多くは地域包括支援センターにて行いました。 

 

 

イ．総合相談支援事業／権利擁護事業 

地域の高齢者に対し、①地域における様々な関係者とのネットワークの構築、②

ネットワークを通じた高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握、③サー

ビスに関する情報提供等の初期相談対応や継続的・専門的な相談支援、④権利擁護の

観点からの対応が必要な人への対応などの支援を行いました。 

【実  績】 

  平成 18 年度 平成 19 年度 

電話及び来所等による相談 延件数 971 2,448 

訪問により相談 延件数 889 1,502 

計 
延件数 1,860 3,950 

実件数 430 400 
資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

相談件数をみると、平成18年度は延1,860件、平成19年度は延3,950件と２倍以上に

増えていますが、実件数をみると、平成18年度は430件、平成19年度で400件と少なく

なっています。 
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ウ．包括的・継続的マネジメント事業 

主治医、ケアマネジャーなどとの他職種協働や地域の関係機関との連携を通じてケ

アマネジメントの後方支援を行うことを目的に、地域のケアマネジャー等に対する個

別相談窓口の設置によるケアプラン作成技術の指導等日常的個別指導・相談、地域の

ケアマネジャー等が抱える支援困難事例への指導助言等、医療機関を含む関係施設や

ボランティアなど様々な地域における社会資源との連携・協力体制の整備など包括

的・継続的なケア体制の構築等を行っています。 

 

（評価・課題） 

ケアプラン作成時における問題や課題については、地域包括支援センターが随時指

導を行うとともに、ケアマネジャー部会を活用し、質の向上に努めています。 

今後も、質の高いケアプランの作成が行えるよう、取り組んでいくとともに、各関

係機関とさらに連携を深めていく必要があります。 
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（４）任意事業 

ア．介護給付費用適正化事業 

介護保険被保険者のうち、介護保険サービス利用者に対し、介護保険給付費の通知

を行うことにより、被保険者自らがサービスの費用を認識し、事業者の架空請求等の

チェックを行ってきました。また、被保険者に介護保険給付費通知が送付されている

ことを事業者に認識させることにより、架空請求や請求誤り等の抑制につなげていま

す。 

【実  績】 

 平成 18 年度 平成 19 年度 

介護給付費適正化 

事業 
実施回数（回） 4 4 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

本事業の実施回数は平成18年度・平成19年度ともに４回となっています。 

 

イ．家族介護教室 

要介護高齢者を介護する家族等に対し、適切な介護知識・技術を習得することを内

容とした教室を開催する事業です。 

【実  績】 

 平成 18 年度 平成 19 年度 

家族介護教室 実施回数（回） 0 0 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

本事業については、平成18年度・平成19年度ともに実績はありませんでした。 
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ウ．地域自立生活支援事業 

高齢者の地域における自立した生活を継続させるため、介護保険施設及び認知症対

応型共同生活介護に介護相談員を派遣し、各種相談に応じています。 

【実  績】 

 平成 18 年度 平成 19 年度 

地域自立生活支援 

事業 
実施回数（回） 12 24 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

本事業の活動回数は、平成18年度で12回、平成19年度で24回となっています。 

定期的に介護保険施設や認知症対応型共同生活介護を訪問することで、苦情を未然

に防いでいるため、今後も継続して実施していく必要があります。 

 

 

エ．成年後見制度利用支援事業 

市町村申立てによる低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費や成

年後見人等の報酬の助成を行っています。 

【実  績】 

 平成 18 年度 平成 19 年度 

成年後見制度利用 

支援事業 
対象者数（人） 0 0 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

本事業については、平成18年度・平成19年度ともに利用はありませんでした。 

財産管理や遺産相続などで支援を必要とする人や、経済的な被害を受けやすい人を

擁護する観点からも必要な事業であるため、制度の周知を図りつつ、継続して実施し

ていく必要があります。 

 



52 

オ．家族介護継続支援事業 

紙おむつが必要な要介護者等を居宅で介護している市町村民税非課税世帯の介護者

に対し、紙おむつを給付し、介護者の負担軽減を図ってきました。 

【実  績】 

 平成 18 年度 平成 19 年度 

家族介護支援事業 対象者数（人） 13 13 

資料：島本町高齢福祉課 

 

（評価・課題） 

本事業の利用者数は、平成18年度・平成19年度ともに13人となっています。 

介護者の負担軽減を図るためにも今後も継続して実施する必要があります。 

 

 

〔９〕介護保険料 

ア．所得段階別保険料 

島本町の平成18年度から20年度までの各年度の介護保険料は、次のとおりです。 

（単位：円） 

段 階 対象者 年額保険料 
所得区分別 

比率（％） 

第１段階 
・生活保護受給者 

・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者 
20,400 円 51,000 円×0.4 

第２段階 
・世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と合計

所得金額の合計が 80 万円以下 
25,500 円 51,000 円×0.5 

第３段階 
・世帯全員が住民税非課税で第２段階に該当しな

い 
35,700 円 51,000 円×0.7 

第４段階 
・本人は住民税非課税だが、同一世帯に課税者が

いる 
51,000 円 51,000 円×１ 

第５段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 200 万円

未満 
63,750 円 51,000 円×1.25 

第６段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 200 万円

以上 450 万円未満 
76,500 円 51,000 円×1.5 

第７段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 450 万円

以上 
87,720 円 51,000 円×1.72 

資料：島本町高齢福祉課 
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イ．介護保険料徴収状況 

徴収率は平成18年度で99.1％、平成19年度で99.3％となっています。 

 

区  分 平成 18 年度 平成 19 年度 

賦課額 280,166,620 円 300,443,380 円 

徴収額 277,677,830 円 298,217,280 円 

徴収率 99.1% 99.3% 

資料：島本町高齢福祉課 

 

ウ．徴収区分別対象者数 

各年度の徴収区分ごとの対象者は、次のとおりです。 

（単位：人）         

区  分 平成 18 年度 平成 19 年度 

特別徴収 4,559 5,118 

普通徴収 835 593 

 口座振替 245 155 

計 5,639 5,866 

資料：島本町高齢福祉課 

 

〔10〕苦情等 

苦情について、平成18年度は６件、平成19年度は１件と減少しています。 

 

（単位：件）         

区  分 平成 18 年度 平成 19 年度 

要介護認定関係 1 0 

ケアプラン関係 0 0 

サービス関係 2 0 

利用者負担関係 3 0 

制度全体 0 0 

その他相談 0 1 

計 6 1 

資料：島本町高齢福祉課 
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５．計画期間内の高齢者等の推計 

 

５－１．推計人口 

人口推計については、コーホート要因法を用い、平成26年度までを推計しました。 

その結果、平成20年度の高齢者人口は5,833人の高齢化率19.7％が、以後高齢者数は

毎年増加し、平成26年度で7,449人の高齢化率25.6％になると予測されます。 

 

  
平成 

20 年度 

平成 

21 年度 

平成 

22 年度 

平成 

23 年度 

平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

総人口(A) 29,591 29,519 29,448 29,377 29,305 29,233 29,079 

40～64 歳人口(B) 10,376 10,312 10,247 10,183 10,117 10,053 9,931 

 比率(B)/(A) 35.1% 34.9% 34.8% 34.7% 34.5% 34.4% 34.2% 

65～74 歳人口 3,325 3,484 3,645 3,803 3,964 4,123 4,215 

 比率(C)/(A) 11.2% 11.8% 12.4% 12.9% 13.5% 14.1% 14.5% 

75 歳以上人口 2,508 2,623 2,738 2,854 2,969 3,084 3,234 

 比率(D)/(A) 8.5% 8.9% 9.3% 9.7% 10.1% 10.5% 11.1% 

65 歳以上人口 5,833 6,107 6,383 6,657 6,933 7,207 7,449 

 比率(E)/(A) 19.7% 20.7% 21.7% 22.7% 23.7% 24.7% 25.6% 

 

人口推計（総人口と高齢化率）

29,591 29,519 29,448 29,377 29,305 29,233 29,079

19.7%
20.7%

21.7% 22.7%
23.7%

24.7% 25.6%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

総人口 高齢化率
（人） （％）

 

 



55 

５－２．第１号被保険者の所得区分別推計 

介護保険被保険者の所得区分ごとの人数の見込みは、平成20年４月１日現在の状況を

もとに、推計人口を勘案して平成23年度までを推計しました。 

 

段 階 対象者 
所得段階別加入者数 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

第１段階 

・生活保護受給者 

・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給

者 

25 人 27 人 28 人 

第２段階 
・世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と合

計所得金額の合計が 80 万円以下 
907 人 949 人 989 人 

第３段階 
・世帯全員が住民税非課税で第２段階に該当し

ない 
501 人 524 人 546 人 

第４段階 

・本人は住民税非課税だが、同一世帯に課税者

がおり、かつ公的年金等の収入と合計所得金

額が 80 万円以下 

1,337 人 1,398 人 1,458 人 

第５段階 
・本人は住民税非課税だが、同一世帯に課税者

がおり、第４段階を除く人 
554 人 579 人 604 人 

第６段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 125 万

円未満 
535 人 559 人 583 人 

第７段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 125 万

円以上 200 万円未満 
927 人 969 人 1,010 人 

第８段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 200 万

円以上 450 万円未満 
1,065 人 1,114 人 1,161 人 

第９段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 450 万

円以上 
256 人 264 人 278 人 

合計 6,107 人 6,383 人 6,657 人 
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５－３．要支援・要介護認定者の推計 

平成26年度までの要支援・要介護認定者数の推計は下表のとおりです。 

第４期計画末である平成23年度では1,121人（認定者割合16.8％）、最終目標年度であ

る平成26年度では1,299人（認定者割合17.4％）となっています。 

 

  
平成 

20 年度 

平成 

21 年度 

平成 

22 年度 

平成 

23 年度 

平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

要支援 1 125 152 161 170 180 190 198 

要支援 2 197 206 218 229 242 256 267 

要介護 1 132 115 122 130 137 143 151 

要介護 2 151 150 158 167 175 185 194 

要介護 3 130 155 165 174 182 192 200 

要介護 4 111 128 135 142 149 156 163 

要介護 5 87 98 103 109 116 120 126 

合計(A) 933 1,004 1,062 1,121 1,181 1,242 1,299 

        

高齢者人口(B) 5,833 6,107 6,383 6,657 6,933 7,207 7,449 

認定者割(A/B) 16.0% 16.4% 16.6% 16.8% 17.0% 17.2% 17.4% 

 

要支援・要介護認定者数の推計
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６．計画推進の重点課題と基本目標 
 

６－１．計画の重点課題 

平成27年（2015年）には、団塊世代が高齢期に達し、高齢者人口はピークを迎える

とともに、ひとり暮らし世帯や高齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者の増加が今後も予

測されます。 

本町では、「はつらつに生き、元気に活動するひとづくり」、「地域福祉の理念が根付

き実践する地域づくり」を平成27年までの重点課題に置き、これまで高齢者の生きが

いづくりから介護予防、介護サービスの基盤整備に努めてきました。 

今後、医療制度の改革により、高齢者の療養病床が平成23年度を目途に再編成され

ることになるため、これまで以上に介護と医療、福祉などが有機的に連携していく地

域ケア体制が必要となります。 

第４期計画は、平成27年（2015年）に向けた高齢者の住みよいまちづくりを進める

ための中間年と位置づけ、これまでの重点課題である「はつらつに生き、元気に活動

するひとづくり」、「地域福祉の理念が根付き実践する地域づくり」をより一層推進し

ていきます。 

 

【重点課題】 

■ はつらつに生き、元気に活動するひとづくり 

「健康しまもと２１」の健康づくり活動や生涯学習分野などと連動した健康づく

り・生きがい施策を推進するとともに、介護状態にならないための予防事業の推進や、

介護が必要になっても介護保険サービスを利用しながら、地域でいきいきとした生活

が送れるよう、取り組んでいきます。 

 

 

■ 地域福祉の理念が根付き実践する地域づくり 

要支援・要介護高齢者やひとり暮らし高齢者、認知症高齢者などが今後も増えてい

くことが予測されるため、高齢者一人ひとりを支える介護、医療、福祉などの総合的

な支援体制（地域ケア体制）の構築に取り組んでいきます。 

また、「島本町地域福祉計画」の基本理念である「人びとの個性輝く、ふれあい豊か

なやさしい地域づくり」に基づき、地域の実情に応じた見守り体制の構築に取り組ん

でいきます。 
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６－２．計画の基本目標 

平成27年（2015年）までの重点課題を解決するための取り組み目標を次のとおり設

定します。高齢者保健福祉施策と介護保険事業を一体的に推進することにより、基本

目標の達成をめざします。 

 

【計画の基本目標】 

〔１〕総合的な介護予防と地域ケア体制の推進 

生涯を通じた健康づくり活動を推進するため、生活習慣病となる危険性の高い高齢

者を対象とした疾病予防対策や、閉じこもりがちな高齢者の社会的孤立感の解消や自

立生活への支援を通じて、寝たきりや認知症を予防し、健康寿命の延伸を図る健康づ

くり・介護予防事業を一層推進します。また、元気ではつらつとした高齢者が多数集

う地域づくりのため、高齢者自身が地域社会のなかで積極的に自らの経験と知識を生

かし、役割を果たしていけるよう生きがい対策を充実します。 

特に介護予防を総合的に推進するため、すべての高齢者を対象とした介護予防一般

高齢者施策（一次予防）、要支援状態もしくは要介護状態になるおそれのある高齢者を

対象とする介護予防特定高齢者施策（二次予防）、そして軽度の要介護・要支援者を対

象とする予防給付が連続性を持って効果的に実施されるよう、保健・福祉・介護の各

施策の連携を推進します。 

このように健康づくり・介護予防、生きがい対策などを推進する一方で、高齢者が

介護や支援が必要な状態になっても、安心して生活が送れるよう、高齢者を地域全体

が支える体制が必要です。このため、島本町地域福祉計画に沿った施策を積極的に推

進し、福祉のまちづくりをはじめ地域ケアに必要な基盤整備を引き続き進めるととも

に、高齢者に対し総合的・継続的なケアを提供することができるよう、関係機関・団

体が必要な情報を共有し連携する体制を一層推進します。 

 

 

〔２〕利用者本位のサービス提供 

介護サービスをはじめとするサービスの質の確保・向上については、サービス提供

事業者の質の向上を図るとともに、介護サービスに関する情報提供、要介護認定やケ

アプラン作成の統一性・公平性の保持、利用者からの苦情処理システムの確立等介護

保険の円滑な運営を踏まえた体制の充実など利用者の権利が守られる事業運営に引き

続き取り組みます。 
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〔３〕在宅での生活支援の推進 

高齢者が介護を必要とする状態になっても、長年住み慣れた地域や家庭で自立した

生活が引き続き送れるように、地域の実情に応じ在宅サービスに重点をおいた保健・

福祉及び介護保険サービスの充実に努めます。 

介護保険サービスについては、平成23年度を目途とした療養病床の再編を視野に入

れ、医療サービスを必要とする高齢者が在宅でも必要なサービスを受けながら生活で

きるよう、介護と医療の連携も含め、各サービスに対する利用者のニーズ等に基づき

量的な整備目標を設定し、そのための確保方策を明確にし基盤整備を推進します。 

また、安心して在宅生活が続けられるよう、在宅生活を支援する保健福祉サービス

と介護保険サービスの整合を図りながら充実に努めます。さらに家族介護者の心身の

負担軽減、健康の維持管理等への支援を図ることで要支援・要介護高齢者の在宅生活

を支えるとともに、地域で支援を受けながら自立した暮らしを送ることができるよう

入居施設等の整備を図ります。 

 

 

〔４〕推進体制の充実 

本計画及び「健康しまもと２１」、島本町地域福祉計画等に掲げる幅広い施策を円滑

かつ効果的に進めるため、全庁的な連携体制で推進します。 

また、ニーズの把握からアセスメント、サービスの提供に至るまで迅速・的確に行

うため、保健・医療・福祉の連携を一層強化します。 

さらに地域福祉の推進を通して地域に根ざした健康づくり活動や生きがいづくり、

交流等が進められるよう、地域住民をはじめ、民生委員児童委員や地域包括支援セン

ター、ケアマネジャー等関係団体、関係機関との連携を強化します。 
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７．事業目標量と確保のための方策 
 

７－１．健康づくり・生活支援事業 

〔１〕健康づくり事業 

生活習慣病を初めとする疾病を予防し、寝たきりや認知症などの要介護状態となる

ことなく生活できる「健康寿命」の延伸を図るため、「健康は守るもの」という従来の

発想を転換し、「健康はつくるもの」という視点に立って、積極的な一次予防を推進し

ていきます。 

生活習慣病の発症や進行には、食生活、運動習慣、飲酒、喫煙、ストレスなどの生

活習慣が深くかかわっています。住民の一人ひとりの主体的な健康づくりへの取り組

みを、地域の関係機関が連携しながら支援する「健康しまもと２１」を踏まえた健康

づくり事業を推進していきます。 

また、壮年期からの生活習慣の改善に対する取り組みを進め、保健事業内容の充実

と効果的な推進に努めます。 

 

（１）健康教育 

 ① サービス見込み量 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

集団健康教育（回） 50 50 50 

集団健康教育延べ実人数（人） 1,500 1,500 1,500 

 

 ② サービス見込み量確保のための方策 

これからも自らの健康は自らが守ることができるよう、正しい知識の普及を図り、

適切な指導や支援を行い壮年期からの健康の保持増進に努めます。 

また、健康教育の実施にあたっては地域の健康課題やニーズに応じた内容にする

とともに、集団検診の際に同時に実施するよう工夫し、本人の健康意識の向上につ

ながるよう、取り組んでいきます。 
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（２）健康相談 

 ① サービス見込み量 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

総合健康相談（回） 60 60 60 

重点健康相談（回） 20 20 20 

健康相談延べ実施人数（人） 1,600 1,600 1,600 

 

 ② サービス見込み量確保のための方策 

住民が気軽に相談ができるよう、実施場所についても地域に出向いて実施するな

ど工夫します。また、介護予防に係る相談については、地域包括支援センター等と

連携を図りながら、実施していきます。 

 

（３）各種がん検診 

 ① サービス見込み量 

【各種がん検診受診率】 

受診率 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

肺がん検診（％） 30 30 30 

胃がん検診（％） 15 15 15 

大腸がん検診（％） 15 15 15 

乳がん検診（％） 7 7 7 

子宮がん検診（％） 25 25 25 

 

 ② サービス見込み量確保のための方策 

各種がん検診については、健康増進法に基づき、引き続き市町村事業として実施

します。また、集団検診においては引き続き特定健診と同時受診できるよう、取り

組んでいきます。 

また、高槻市医師会や関係機関と連携を図り、実施体制の整備を図るとともに、

精度管理の向上に努めます。 
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（４）訪問指導 

 ① サービス見込み量 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

延回数（回） 80 80 80 

 

 ② サービス見込み量確保のための方策 

がん検診等でハイリスクの方や介護予防の観点から支援の必要な高齢者の方を重

点的に訪問対象とします。引き続き地域包括支援センター等との連携を密にし、対

象者把握に努めます。 

 

 

（５）健康手帳交付 

健康手帳を健診や医療受診、各種保健事業の際に活用し、自らの健康管理に役立て

てられるよう、引き続き啓発に努めます。 

 

（６）歯科保健事業 

 ① サービス見込み量 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

歯の健康展（人） 550 550 550 

歯周疾患検診（人） 460 460 460 

 

 ② サービス見込み量確保のための方策 

個別及び集団歯科健康診査、歯科健康相談等の充実に努める一方、高槻市歯科医

師会と連携を図り、実施体制の整備やかかりつけ歯科医の定着を図ります。また、

高齢者の介護予防や生活習慣病の予防の視点から、今後も食生活等を含めた歯の健

康及び心身の健康保持・増進につながる歯科保健事業の充実に努めます。 
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〔２〕福祉事業 

（１）在宅福祉サービス 

在宅福祉サービスは、高齢者が住み慣れた地域や家庭で継続した生活を送るために

必要なサービスです。 

介護保険サービスと連携し、在宅での生活が継続できるよう、在宅福祉サービスの

充実を図ります。 

 

ア．給食サービス（配食） 

在宅生活を支える給食サービスについては、利用者ニーズも様々であるため、でき

る限り利用者ニーズに即したサービス提供に努めるとともに、ひとり暮らし等で配食

サービスの必要な人へのサービス内容の周知に努めます。 

また、今後の動向を踏まえながら、利用者負担のあり方について検討していきます。 

 

イ．給食サービス（会食会） 

食事の提供及びレクリエーション等による生きがい対策としての会食会については、

高齢者の利用ニーズも高いことから、より多くの高齢者の利用促進を図るため、民生

委員児童委員など関係団体等とも連携し、サービス内容の周知に努めます。 

 

ウ．緊急通報装置設置 

緊急通報装置の設置は、ひとり暮らし高齢者等の在宅生活を支える大きな役割を

担っています。 

近年、核家族化の進展からひとり暮らし高齢者が増えており、利用ニーズは今後も

高まることが考えられることから、本サービスを必要とするすべての人が利用できる

よう、民生委員児童委員など関係団体等とも連携し、サービス内容の周知に努めます。

また、電池交換代金等の自己負担額のあり方について検討していきます。 

 

エ．愛の一声事業 

本事業は、ひとり暮らし高齢者の安否確認を行い、在宅で安心して生活し続けられ

るよう、民生委員児童委員など関係団体等とも連携し、ひとり暮らし高齢者等の安全

確保に努めます。 
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オ．巡回訪問事業 

本事業は、ひとり暮らし高齢者宅に訪問し、在宅で安心して生活し続けられるよう、

民生委員児童委員などの関係団体等とも連携し、ひとり暮らし高齢者等の安全確保に

努めます。 

 

カ．年長者住宅改造助成事業 

本事業は、大阪府の補助事業廃止に伴い、平成20年度をもって終了しました。 

 

キ．年長者祝金 

対象者すべての人の長寿を誕生月にお祝いし、民生委員児童委員協議会を通じて祝

金を支給します。 

また、今後も対象者が増加することが予測されるため、動向をみながら、一定の見

直しを行います。 

 

ク．生活管理指導短期宿泊事業 

本町に養護老人ホームは設置されていませんが、近隣市の社会福祉法人と契約を行

い、利用できる施設の確保に努めるとともに、本事業を必要とする人が利用できるよ

う、周知に努めていきます。 

 

ケ．軽度生活援助事業 

本事業については、簡易な軽作業を援助してもらえるサービスとして利用できるよ

う、多様なサービス提供体制の整備について、関係機関と連携を図りながら、サービ

ス量の確保に努めます。 

 

コ．移送サービス助成事業 

本事業については、高齢者の通院や社会参加等への利用促進に努めるとともに、多

様なニーズに対応できるよう、関係機関と連携を図りながら、サービス量の確保に努

めます。 

 

サ．寝具水洗いサービス事業 

本事業は、寝たきりの高齢者等が少しでも快適な在宅生活を送れるよう、本事業の

周知はもとよりサービス提供体制について、関係機関と連携を図りながら、サービス

量の確保に努めます。 
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シ．街かどデイハウス 

本事業は、介護予防事業との整合を図りながら事業の充実に努めるとともに、利用

促進と周知に努めます。 

 

ス．家族介護慰労金事業 

本事業は、介護認定が４または５と認定された市町村民税非課税世帯に属する人の

介護者を対象に家族慰労金を支給していきます。 

 

セ．訪問理美容サービス事業 

本事業は、要介護者の保健衛生の向上に必要なサービスですが、介護保険の短期入

所サービス等の利用の際に理美容を行っている人も多いことから、事業のあり方につ

いて検討していきます。 

 

ソ．年長者福祉センター 

利用者の増加に伴うニーズの多様化に対応したセンター運営を図り、より多くの高

齢者の利用促進に努めます。また、高齢者の社会参加促進につながる有効な施設とし

て、介護予防事業の展開も含め、当センターのあり方を検討していきます。 

 

 

（２）施設サービス 

 ア．養護老人ホーム 

 ① サービス見込み量 

 平成 23 年度 

町内施設数（か所） 0 

 

 ② サービス見込み量確保のための方策 

三島高齢者保健福祉圏内での調整のもとでサービス目標量の確保に努めます。 
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 イ．軽費老人ホーム 

 ①  サービス見込み量 

 平成 23 年度 

入所人数（人） 28 

 

 ② サービス見込み量確保のための方策 

三島高齢者保健福祉圏内での調整のもとでサービス目標量の確保に努めます。 
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７－２．日常生活圏域の設定 

〔１〕日常生活圏域の設定にあたっての考え方 

第３期計画策定では、町域全体をひとつの日常生活圏域としてとらえ、地域密着型

サービスの確保や介護予防事業を展開してきました。 

日常生活圏域の考え方として、平成16年３月に策定された「島本町地域福祉計画」

において、地域福祉の取り組みの単位である小学校区域を基本単位としましたが、圏

域が小さければきめ細かなサービスの展開が可能である一方で、「①整備の単位が増え

ること」、「②サービス提供基盤の均質・均等な整備において財政的な問題が生じるこ

と」から町域全体をひとつの日常生活圏域に設定しました。 

以後、第３期計画期間においては、町域を全体の日常生活圏域ととらえつつも、各

地域に応じた介護予防事業を展開するなど、柔軟に取り組んできました。 

日常生活圏域を基本とする地域密着型サービスにおいて、認知症対応型共同生活介

護は一定の整備が進んだものの、そのほかのサービスについては、事業運営の難しさ

からか参入がありませんでした。 

日常生活圏域を細分化することにより、事業所の参入がさらに難しくなることが考

えられるため、本計画においては、これまでと同様に町域全体をひとつの日常生活圏

域としていきます。また、介護保険サービスについては町域全体をひとつとした整備

を進めていきますが、介護予防事業などさらに身近な地域単位での活動が必要なもの

については、柔軟に地域特性に応じた事業を展開していきます。 

 

 

７－３．介護予防事業 

〔１〕地域支援事業 

要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包

括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から地域支援事業を実施してきまし

た。 

今後は、町と地域住民、関係機関等が連携を図りながら介護予防を推進するととも

に、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化し、介護保険の適正な運

営を図ります。 
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（１）介護予防事業 

ア．介護予防一般高齢者施策 

  ａ）介護予防普及啓発事業 

介護保険の第１号被保険者を対象に、介護予防に関する知識の普及・啓発のため

のパンフレットを作成し、高齢福祉課や健康福祉事業室をはじめとする窓口に設置

するとともに、あらゆる機会を通じて多くの第１号被保険者に配布します。 

また、今後も特定高齢者を対象とした通所型介護予防事業と一体的に実施してい

くとともに、地域及び高齢者一人ひとりが主体的かつ継続的に介護予防に取り組め

るよう、介護予防に対する講演会やサポーター間の交流会などを継続して実施して

いきます。 

 

  ｂ）地域介護予防活動支援事業 

介護予防事業をより活発に展開していくためにはサポーターが必要であるため、

今後も広報「しまもと」やホームページを始め、各種団体等を通じて広く住民の参

加を募り、住民の意識の高揚を図ります。 

 

  ｃ）介護予防一般高齢者施策評価事業 

今後も、介護予防一般高齢者施策を実施するなかで、必要に応じて適正な事業評

価を実施し、本町の一般高齢者施策の効率的、効果的推進に努めます。 

 

イ．介護予防特定高齢者施策事業 

  ａ）特定高齢者把握事業 

町の保健師をはじめ、主治医や民生委員児童委員等の関係者との連携を密にし、

対象者の把握に努めます。 

また、医師会と連携しながら生活機能評価を受けやすい体制づくりに努めていき

ます。 

 

  ｂ）通所型介護予防事業 

町の健康福祉事業室や関係機関等と連携し、特定高齢者の把握に努めるとともに、

対象者に対し介護予防の必要性の理解を求め、事業への参加を呼びかけます。 

また、今後も介護予防普及啓発事業と一体的に実施していくとともに、身近な地

域での拠点づくりに積極的に取り組み、参加しやすい環境づくりに努めます。 
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  ｃ）訪問型介護予防事業 

町の健康福祉事業室や関係機関等と連携し、自らが外出困難な人に対し、介護予

防の必要性への理解を求め、積極的に訪問します。 

 

  ｄ）介護予防特定高齢者施策評価事業 

今後も、介護予防一般高齢者施策と介護予防特定高齢者施策を一体的に実施して

いくことから、その必要に応じて、事業評価を実施します。 

 

（２）包括的支援事業 

ア．介護予防ケアマネジメント事業 

自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目標とし、町がスク

リーニングした介護予防対象者に対し、地域包括支援センターにおいて、①一次アセ

スメント、②介護予防ケアプランの作成、③サービス提供後の再アセスメント、④事

業評価の一連のプロセスにより、ケアマネジメントを実施します。 

また、介護予防ケアマネジメントを円滑かつ効果的に実施していくために、地域包

括支援センターを軸として、町、サービス事業者、主治医、保健・医療・福祉の関係

機関等と連携を図りながら進めていきます。 

 

 イ．総合相談支援事業／権利擁護事業 

地域の高齢者に対し、①地域における様々な関係者とのネットワークの構築、②

ネットワークを通じた高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握、③サー

ビスに関する情報提供等の初期相談対応や継続的・専門的な相談支援、④権利擁護の

観点からの対応が必要な人への対応などの支援を行います。 

また、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者など、支援を必要とする高齢者の把握が

必要であるため、地域包括支援センターを軸として、民生委員児童委員をはじめ、地

域住民やサービス事業者、社会福祉協議会とネットワークの構築に努め、相談・支援

体制の充実に努めます。 

 



70 

ウ．包括的・継続的マネジメント事業 

主治医、ケアマネジャーなどとの他職種協働や地域の関係機関との連携を通じてケ

アマネジメントの後方支援を行うことを目的に、地域のケアマネジャー等に対する個

別相談窓口の設置によるケアプラン作成技術の指導等、日常的個別指導・相談、地域

のケアマネジャー等が抱える支援困難事例への指導助言等、医療機関を含む関係施設

やボランティアなど様々な地域における社会資源との連携・協力体制の整備など、包

括的・継続的なケア体制の構築等を行います。 

 

（３）任意事業 

ア．介護給付費用適正化事業 

被保険者自らがサービスの費用を確認することによって、事業者の架空請求等の

チェックができるよう、介護保険給付費の通知を行います。また、被保険者に介護保

険給付費通知が送付されていることを事業者が認識することにより、架空請求や請求

誤り等の抑制につながることから、継続して事業を推進していきます。 

 

イ．家族介護教室 

介護者家族の会等、関係団体と連携し、要介護高齢者を介護する家族等のニーズに

沿った内容の教室を検討します。 

 

ウ．地域自立生活支援事業 

現在の介護相談員４人による相談を今後も継続して行うとともに、今後さらにニー

ズが高まった際には、人員の確保も含め、実施体制を検討していきます。 

 

エ．成年後見制度利用支援事業 

関係機関や関係団体等とも連携し、成年後見制度の周知を図るとともに、支援の必

要な人を把握し、利用促進と利用者支援に努めます。 

 

オ．家族介護継続支援事業 

関係機関や関係団体等とも連携し、事業内容の周知に努め、在宅生活を維持する上

での介護者に対する支援を行います。 

 




